
「未利用口座管理手数料」について
平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
弊行では、長期間ご利用がない普通預金口座を対象とする「未利用口座管理手数料」を導入させて
いただいております。

本手数料は、長期間利用されていない預金口座が不正利用されることを防止するとともに、口座管
理に関わる最低限のコストをご負担いただくことで、お客さまへのサービス維持・向上を図ること
を目的としています。
また、2 年以上の長期間ご利用されていない普通預金口座を対象とするものであり、日頃より入出
金や口座振替等のお取引をいただいているお客さまの口座が対象になることはございません。
何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

「未利用口座管理手数料」について

対象口座

未利用口座
となる口座

未利用口座に
対する取扱い

手数料の
引落日

手数料金額

自動解約

すべての普通預金口座（総合口座・決済用預金口座・スマート通帳を含みます）
※2022年 8月 5日以前に開設した口座が対象
※「西日本建設業保証口」「後見制度支援預金」口座は対象外

・本手数料をご負担いただく予定のお客さまには、事前にお届出の住所へ文書にて通知します。

1,320 円（税込）

当該口座の残高が本手数料に満たない場合は、残高全額を本手数料の一部として充当し、
口座を自動的に解約させていただきます。

2024年 8月 5日（月）

ご不明な点は、お近くの当行窓口までお問い合わせください。

ただし、以下のいずれかに該当する口座は対象外です。
・同一店でお借入れがある場合
・同一店で定期預金・積立定期預金・定期積金・譲渡性預金・外貨預金・野村證券金融商品
　仲介のお取引がある場合

・通知後、一定期間（約 3か月）を経過しても、ご利用もしくはご解約がない場合に、
　当該口座から本手数料を引き落としさせていただきます。

（2023年 12月 1日現在）

【2024 年 8 月 4 日時点】で

口座残高が
1万円未満の口座① 2年以上お預入れ、

払戻しがないこと②

上記①・②の両方が当てはまる場合

未利用口座管理手数料 の対象となります。

+
※お利息の受取りおよび本手数料の引落しは除きます


